
新しし、食晶表示制度の

ねらいは恕んですか?

食品の表示について一般的拡Jレールを定めて

いる法律には、食品衛生法、 JAS法及び健康増

進法の3法がありました。しかレ、目的が異芯る

3つの法律にルールが定められていたために、

制度が複雑で、分かDにくいものと芯ってし

まっていました。

食品表示法は、上記3法の食品の表示に闘す

る規定を統合したもので、食品の表示に関する

包括的かつ一元的な制度を創設するものです。

法律の目的が統一されたことにより、整合性

の取れたJレールの策定が可能となったため、消

費者、事業者の双方にとって分かりやすい表示

を実現することができるように芯Dました。

また、栄養成分表示の襲務化も可能と拡り、消

費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進

への寄与にも資する制度の実現を図ることがで

きるように芯りました。

具体的なルールは、「食晶表示基準JIζ定めら

れています。食品表示基準は、これまで上記3法

の下に定められていた 58本の表示基準を統合

したものです。

すぐに

新しい表示に切り替わりますか?

新た芯食品表示の制度は、平成 27年4月1日

がらスタートします。しかし、加工食品と添加物は

5年問、生鮮食品は1年6か月の問、以前の制度に

基づく表示を認めるという猶予期聞を設けるとと

としています(ただし、新た芯機能性表示制度につ

いては、全くの新しし1制度芯ので、猶予期聞はあり

ません。)。

食晶の製造ラインは、消費者に商品を絶え間芯く

供給できるように常に動いているため、商晶の

在庫だけでなく、包装材(ラベル)の在庫も抱えて

います。新しい制度のスタートとともに、これらの

在庫を全て廃棄し怠ければなら芯いとすると、

大量のフードロスや資源の無駄が出てしまいます。

この猶予期間は、新しし、表示の準備をするため

の期間です。消費者は、表示から様々な情報を得て、

食品を購入していますので、食品関連事業者l誌、

計画的に生産を行う砿どして、 1日も早く消費者に

新しい表示が届くよう、速やかな表示の切替えに

努めてください。
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食品表示法が
平成27年4月 1日に

施行されます。
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。 原則として、個別表配に怒ります。

(個別表記の例) アレルギー表示13下線部G実際の商品にはありません.)

原材斜 準チョコレート(パーム泊{夫豆を含む)、砂幡、全盤旦、
名 ココアパウダ一、型島、カカオマス、食塩)、企牽盤、

ショートニング(牛肉安含む)、砂省、盟、コーンシロツ
プ、IL.&J孟旦製品査主墓亙盤と主益金品、ぶどう輔、
麦芽積、加エ油脂、カラメJレシロップ、食温

添加物 ソルピトール、酒精、乳化剤、膨張剤、香料

。 特定加工食品離及びその拡大表記が廃止されます。

議特定加工食晶とは、表記として特定原材料名又はf怪読安記を

含ま砿いが、一般的に特定原材料等を含むことが予測でき

ると考えられてきたものをいいます。

(特定加工食晶の例)
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。 一括表示をする場合Id;，別記様式内に、使用された

全てのアレルゲンがまとめて表示されます。

(一括表示の例) アレルギー表示13下線部G実際の商品に13あDません.)

原材料 準チョコレート(パーム油、砂書官、全紛乳、ココアパウ
名 ダ一、事l箱、カカオマス、食塩)、小麦紛、ショートニン

グ、砂糠、卵、コーンシロップ、乳又は事L製品を主要原
料とする食品、ぶどう箱、麦芽積、加工油脂、カラメル

シロップ、食塩、【ー飽に小牽・鹿~虚盆・生菌・玄
豆牽盆ま:L2

添加物 ソルピトール、酒精、乳化剤、膨張剤、香料、1=盤ι
大豆・乳成分を含む}

。 容器包装に入れ5れた加工食品には、 熱量、たん

ぱく賞、脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分が表

示されるようになります掘。

。 ナトリウムの量は、消費者にとって分かりやすい

「食塩相当量jで表示されます(ナトリウム塩を添

加してい芯い食品にのみ、ナトリウムの量を併記

することができます。)。

。 栄養成分表示を活用して、健康的草食事の摂取に

役立てましょう。

栄養成分表示

1袋当たり

熱量 ・・kcal
たんぱく賞 ......g 
脂質 ・+g
炭水化物 ・・g
食塩相当量食責g

※以下のものには、栄養成分匂渇窃夜瑠略が認められています。

E凄示可能直積が小さし喝の

②酒類

舗窃紛供給源としての寄与¢程度肋'J¥さいもの

@溜めて短期間で原材料が変更されるもの

創 1規模事業者間防宅するもの 等

出

。 特定の保健の目的が期待できる(健康の維持

及び増進に役立つ)という食品の機能性を表

示することができる「機能性表示食届』の制度

ができました。

。 機能性表示食品l志、消費者庁長官に届け出た

安全性や機能性に関する一定の科学的根蝿に

基づき、事業者の責任において表示を行うも

のです。特定保健用食品(トクホ)とは異芯り、

消費者庁長官の個別の許可を受けたものでは

ありません。

。 機能性表示食品の安全性及び機能性に関する

科学的根拠は、消費者庁のウェブサイト等に

公開されます。

。 機能性表示食品は、 鰯の診断、治療、予防を

目的としたものでは怠く、また、疾病に橿患し

ている者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画して

いる者を含む。)及び捜乳婦を対象に開発され

た食晶ではありません。

。 健康作りのためには、十分芯臣眠と運動に加

え、バランスのよい食事が基本です。機能性表

示食畠に頼るだけで恕く、自身の食生活を見

置すことが大切です。


